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Iー1 まちづくりマスタープランの位置づけと役割

これまでの都市計画マスタープランは、都市計画法の枠組みの中に位置づけられ、その中で行われ
る計画や事業のみを対象としており、市民のさまざまなニーズへの対応が十分ではありませんでした。
そこで、市民のまちづくりに対する多様なニーズに対応するため、日野においては、まちづくりマ

スタープランが、日野のまちづくりを定義・実現するマスタープランとしての役割を担っていくこと
とします。
いわば、このまちづくりマスタープランは日野のまちづくりの羅針盤と言えます。
具体的には、用途地域の見直しや、本計画に位置づけられている都市計画に関する事業を展開して

いく基本的な方針となるものであり、また、個別具体の施策を実行するときの手がかりとしても使わ
れていくことになります。また、行政内では、都市計画に関する事業の予算化の指針ともなります。

１．まちづくりマスタープランの位置づけと役割

都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針※ 
（都市計画法第6条の2） 

日野市基本構想・基本計画 
「日野いいプラン2010」※ 
（地方自治法※第2条） 

まちづくりマスタープラン 
（都市計画法第18条の2） 

市民・企業が主体 行政が主体 

環境基本計画※ 
（環境基本法第15条） 

その他の行政計画 
・みどりの基本計画 
・住宅マスタープラン※ 
・地域防災計画※ 
・地域福祉計画※ 
・生涯学習推進計画※  など 

多様な制度を活用した 
まちづくり 

●道路法に基づく道路整備 
●みどりのまちづくり 
●防災のまちづくり 
●福祉のまちづくり 
　　　　　　　　　　など 

都市計画法に基づく 
まちづくり 

市民・企業・行政の協働のまちづくり 

●地域地区※ 
●都市計画施設※ 
●都市計画事業※ 
●地区計画 
　　　　　　　　　　など 

地区別の暮らしの目標を 
実現するためのまちづくり 

●まちづくりのルール 
（街並み形成・緑地協定※・ 
   建築協定※など） 

まちづくりマスタープランの位置づけ
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※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
※日野市基本構想・基本計画「日野いいプラン2010」
※地方自治法
※環境基本計画
※住宅マスタープラン

※地域防災計画
※地域福祉計画
※生涯学習推進計画
※緑地協定
※建築協定

※地域地区
※都市計画施設
※都市計画事業
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1）計画策定体制
（1）市民まちづくり会議（通称：まち会）
作品発表会で選ばれた市民14名、職員の有志

６名、学識経験者２名の計22名で構成され、市
民参画によるまちづくりマスタープランづくり
に関する企画・運営・調整などを行う中心的な
組織です。
また、地域まちづくり広場で作成された地域

別のまちづくり計画（地域別構想）の素案をと
りまとめ、日野市全体のまちづくり案（全体構
想案）として、市長へ提案しました。

市民まちづくり会議 
・市民・職員 
・学識経験者 

地域まちづくり広場 

・応募された市民の
　みなさん  
・市職員 

市　　長 都市計画 
審議会 

市　議　会 

事
　
　
務
　
　
局
 

市
　
　
　
　
　
　
　
民
 

まちづくりの 
拠点「わっつ」 

答　申 

計画案の提案 

提　案 

情報提供 
情報交換 

情報提供 
情報交換 

企画・運営 
調整・参画 
情報提供 

参加情報提供・情報交換 

意見交換 

情報提供・情報交換 

参　画 

諮　問 

　まちづくりの拠点「わっつ」は、まち
づくりマスタープランを市民参画で策定
していくための情報収集・発信や意見交
換の場として、豊田駅と高幡不動駅近辺
の２箇所に設置しました。 
　週２回のオープン日には市職員とコン
サルタントが駐在し、「わっつ」で得ら
れた情報やご意見をまちづくりマスター
プランに反映していきました。 

※ 

2．計画策定の経緯と体制

まちづくりマスタープランの策定体制

（2）地域まちづくり広場（通称：まち広）
地域の要請をきめ細かに反映した地域別構想

を作成するために、日野を８地域に区分し、誰
もが自由に参加できるよう公募により集まった
総勢86名の組織です。
ここでは、地域の「誇り」や「自慢」となっ

ているもの、「問題となっているところ」など
を見つけだし、「どのようにしたら『誇り』や
『自慢』となっているまちの資源を保全し、活
かしていくことができるのか」、「問題となって
いるところは、どのように改善したらよいのか」
ということを参加者全員で考え、地域別構想の
素案をつくりあげました。

※都市計画審議会
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1）計画策定の経緯
地域まちづくり広場では、【まちを知る】【まちを考

える】【まちをデザインする】の３つのステップを踏
み、地域の将来像を描きました。その後、【実現化
方策を考える】ステップでは、将来像を実現するた
めに必要なまちづくり事業を整理しました。

19

日野のまちづくり
への思いや提案
を発表し合い、ま
ち会メンバーを
選考 

8地域に分かれて、
それぞれの参加へ
の思いを語り合う 

市民・市職員・学
識経験者により、
市民まちづくり会
議を発足 

・広場の企画 
・運営方法の検討 
・将来のまちづくりの目
　標の検討 

・日野のまちづくりの現況、課
　題の勉強会 
・日野の主要なまちづくりプ
　ロジェクトの勉強会 
・最近の都市計画の傾向の
　勉強会 

・まち広の提案をもとに
　地域別の特徴、課題
　を把握 

【まちを知る】 
各地域でそれぞれまちを歩き、インタ
ビューやアンケートを行い、問題モノ
・宝モノ・理想モノを調査し、地域の
課題を整理 

【まちを考える】 
子どもや高齢者の立場に
立って、現在から将来を見
据えて、日野のまちづくり
の課題を整理 

発足会 
（H11. 11. 16） 

発足会 
（H12. 3. 18） 

作品発表会 第２～13回　まち会 第14～17回　まち会 第18～20回　まち会 

平成11年 平成12年 

広
報
に
よ
り
公
募 

広
報
に
よ
り
公
募 

市
民
ま
ち
づ
く
り
会
議 

地
域
ま
ち
づ
く
り
広
場 

第2～5回　まち広 第6回　まち広 
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Iー1 まちづくりマスタープランの位置づけと役割

市民まちづくり会議では、地域まちづくり広場で
検討した地域別の提案をもとに日野市全体の構想
を練り上げました。
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市内の主要企業 
との意見交換会 
を開催 

庁内調整 

・まちづくりマスタープラン構成案の検討 
・まちづくりマスタープランの基本方針の
検討 
・まちづくりマスタープラン実現化に向け
た仕組みの検討 
・駅周辺まちづくりの方向性の検討 

・全体構想素案の作成 
・地域別構想素案の調整 
・駅周辺まちづくりの構想
　素案の作成 

・編集会議 
・庁内調査結果の
　確認 

【まちをデザインする】 
将来の市民一人ひ
とりのライフスタイ
ルをイメージしなが
ら、暮らしの目標、ま
ちづくりの方針を作
成 

【実現化方策を考える】 
まちづくりの方針を
もとに、必要なまち
づくり事業などを整
理し、重要プロジェ
クトを抽出 

駅周辺のまちづく
りを考える 

【地域別構想素案の確認】 
地域別構想素案を見なが
ら、実際にまちを歩き、将
来イメージを再確認 

【地域別構想　実現化WS※】 
各地域の重点プロジェクトの 
実現化に向けた地域別WSを
開催 

第21～35回　まち会 

第10回　まち広 

第11回　まち広 第12回　まち広 第7～9回　まち広 

第36～50回　まち会 第51～63回　まち会 

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 

都
市
計
画
審
議
会
へ
報
告 

（
２
月
） 

（
12
月
） 

（
１
月
） 

（
１
月
） 

（
３
月
・
８
月
） 

（
８
月
） 

ま
ち
づ
く
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催 

都
市
計
画
審
議
会
へ
報
告 

地
域
別
構
想
素
案
説
明
会
（
８
地
域
で
実
施
） 

市
長
へ
の
提
案
・
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
諮
問
・
答
申 

ま
ち
づ
く
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
完
成 

広
報
特
集
号
で
の
概
要
掲
載 

市
民
提
案
「
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
」
公
開 
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※WS（ワークショップ）
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将来の人口は、これからのまちづくりをどう
進めていくかを考える上で、大きな要因となり
ます。
急速な少子・高齢社会の到来や東京への人口

集中が収まりを見せる中、日野市では人口増の
地域、人口減の地域両側面を持ちながら、全体
として人口は微増しています。
日野市の基本構想・基本計画である「日野い

いプラン2010ともに創りあげるまち」におい
ては、日野市がいきいきと活動するまちとして
発展していくために、より積極的に、人口のあ
り方に働きかけるまちづくりが必要であるとし
て、これまでの傾向を延長した趨勢人口に、計
画的な市街地の整備などで積極的に誘導する人
口を勘案して、2010年時点で、185,000人と
しています。

本計画における目標年次は、平成12年を基準年
次として、20年後の平成32年を目標年次とします。
ここで、本計画における計画の将来想定人口は、

少子高齢社会の到来を勘案すると、2010年以降

の大幅な人口増は望めないことや、安定した住宅
市街地環境を確保する観点から、平成32年の将
来想定人口は、185,000人とします。

Iー2 計画の将来想定人口と目標年次

1．第4次　日野市基本構想・基本計画における人口フレーム

2．本計画における計画の将来想定人口と目標年次
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